
1.基本的性格 10.満期日の取り扱い
自動継続のスーパー定期（自由金利型定期預金）

です。

2.預入対象者

11.中途解約の取り扱い

3.預入期間 Ａ　 ６か月未満　解約日における普通預金の利率

Ｂ 　６か月以上１年未満　　  約定利率×５０%

4.商品提供金融機関
株式会社八十二長野銀行

・ 解約時には、複数の定期預金（明細）を保有して

いる場合、個別の定期預金（明細）を指定して解

5.約定金利の決定方法 約することが可能です。

・ 特に指定がない場合は解約元金がご指定の金額に

達するまで、次の順序で解約します。定期預金の

内、解約処理時点で預入日から解約日までの期間

が短い定期預金から順次解約します。

6.適用金利

7.利払方法

13.お申し込み単位

8.利息の計算方法

かかりません。

15.持ち分の計算方法
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預入金額は1円以上で預入単位は１円です。

確定拠出年金制度では課税されません。
9.利息に対する課税

本商品の加入者毎の持ち分についての計算は元金に
よるものとします。
なお加入者の個人別持ち分は記録関連運営管理機
関により計算・管理されております。

■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するため
に作成されたものであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
■当資料は株式会社八十二長野銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、安全性を保証するも
のではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

14.手数料付利単位を1円とし1年を365日とする日数計算をもと
に単利の方法で利息を計算します。

約定金利は、市場金利の動向等に応じて毎日決定し
ます。

満期日または中途解約時に一括して付利します。
満期日には、利息を元金に組入れて前回と同一期
間の自由金利型定期預金に自動継続します。
中間利払いはありません。

預入時の約定金利を満期日まで適用します。
（固定金利）

この預金については元金の一部を解約することができ
ます。
①一部解約の場合、一部解約部分の利息は、預入日
から一部解約日の前日までの日数に応じた中途解約
利率によって計算します。
②一部解約後の残金の利息は、預入日から満期日ま
での日数および預入時の約定金利によって計算し、か
つ自動継続の取り扱いとなります。

 

自由金利型定期預金（M型）＜スーパー定期＞１年満期

ただし、Ｂの利率が解約日における普通預金の利
率を下回るときは、その普通預金の利率によって
計算します。

12.一部解約の取り扱い

１年（満期日は預入日の１年後の応当日です）

満期日に利息を元金に組入れて前回と同一期間の
自由金利型定期預金に自動継続します。なお、満
期日前に解約される場合には下記の中途解約利率
を適用し、元金と利息をお支払いします。

確定拠出年金制度の加入者（ただし、名義は確定拠
出年金制度における資産管理機関または国民年金基
金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関と
なります。） 満期日前に解約する場合は、実際のお預入れ期間

の長さに応じて、次の中途解約利率を適用しま
す。

本商品は元本確保型の商品です

確定拠出年金向け説明資料



16.セーフティーネットの有無

　全国銀行協会
　　連絡先　全国銀行協会相談室

　　電話番号　0570-017109　または　03-5252-3772

注：本資料は関係当局の許認可等を受けて2026年1月長野銀行と合併し、「八十二長野銀行」として新たにスタートする前提のもと作成したものです。

解約の申し出のない限り、預入日から１年後の満期日に約
定金利で計算した利息を元金に組入れて、自動継続しま
す。
また、預入期間の中途で解約（一部解約を含みます）した場
合でも、所定の中途解約利率により計算した利息と元金をお
支払いします。
商品提供金融機関（八十二長野銀行）の破綻時において、
預金保険制度の保護範囲を超える元金および利息につい
ては保護されないおそれがあります。

■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたも
のであり、当該預金の勧誘を目的とするものではありません。
■当資料は株式会社八十二長野銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、安全性を保証するものではありませ
ん。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

17.利益の見込みおよび損失の可能性
本商品は預金保険制度の保護の対象となっています。

金融機関毎に、決済用預金（※）以外の預金について1
預金者あたり元金1,000万円とその利息が保護の範囲と
なります。

（※決済用預金・・・・・無利息、要求払い、決済サービス
を提供できることという3条件を満たす預金）

なお、金融機関名義の預金は、預金保険制度の対象外
となりますが、確定拠出年金制度の資産管理機関または
国民年金基金連合会からの委託を受けた事務委託先金
融機関名義の預金については、加入者の個人別管理資
産額に相当する金額の部分を当該加入者の預金に係る
債権とみなして預金保険制度の保護の対象としておりま
す。
ただし、八十二長野銀行に本商品以外の預金があるとき
は、その預金を優先し、本商品と合計で元金1,000万円
とその利息が保護の範囲となります。

18.販売会社が契約している指定紛争解決機関
全国銀行協会を利用することにより、苦情および紛争の解決
を図ります。

自由金利型定期預金（M型）＜スーパー定期＞１年満期
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本商品は元本確保型の商品です

商品の説明

３年後
２年後

１年後

当初の元金

当初の元金

当初の元金

別商品

当初の元金１年間の利息
→２年目の元金

当初の元金１年間の利息
→２年目の元金

２年目の元金１年間の利息
→３年目の元金

２年目の元金１年間の利息
→３年目の元金

当初の元金１年間の利息
→２年目の元金

１年 １年 １年

１
回
目
の
拠
出

１年 １年 １年

１年 １年 １年

満期日には元利金を新し
い元金として、同期間の定
期預金に継続します。

２
回
目
の
拠
出

３
回
目
の
拠
出

いつでも一部引出し、別の商品への預け替え
が可能です。その場合の利率は、引出し部分
は期限前解約利率、残金部分は預入日また
は継続日の約定利率とします。

同じ日の定期預金をまとめて
資産管理機関の名義でお預
りします。
加入者個人の残高明細につ
いては、記録関連運営管理
機関で管理しています。
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